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廿
日
市
市
指
定
重
要
文
化
財
「
糸
賀
家
文
書
」
の
紹
介

	

水
　
野

　
椋

　
太

　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
廿
日
市
市
指
定
重
要
文
化
財
「
糸
賀
家
文
書
」（
指
定
年
月
日

二
〇
一
六
年
三
月
一
四
日
）、
全
二
巻
、
及
び
附
箱
ほ
か
を
翻
刻
、
紹
介
す
る
も

の
で
あ
る
。
廿
日
市
市
指
定
重
要
文
化
財
「
糸
賀
家
文
書
」
は
、
戦
国
時
代
に
厳

島
神
主
家
配
下
の
神
領
衆
の
一
員
で
あ
っ
た
糸
賀
氏
の
家
文
書
で
あ
る
。
文
書
内

容
自
体
は
、「
閥
閲
録
」（
巻
一
六
九
梨
羽
頼
母
家
来
・
糸
賀
勘
左
衛
門
、
刊
本
『
萩

藩
閥
閲
録
』）、「
閥
閲
録
遺
漏
」（
梨
羽
頼
母
家
来
糸
賀
勘
左
衛
門
家
蔵
、刊
本
『
萩

藩
閥
閲
録
遺
漏
』）
に
写
し
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
既
知
の
も
の
で
あ
る

1

。
し
か 

し
、
原
文
書
と
写
し
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
誤
写
と
思
わ
れ
る
部
分
や
原
文
書

で
し
か
分
か
ら
な
い
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
回
「
糸
賀
家
文 

書
」
の
全
体
を
翻
刻
し
、
紹
介
を
行
う
。
ま
た
、
関
連
文
書
も
含
め
、
考
察
を
行 

い
、「
糸
賀
家
文
書
」
の
構
成
と
糸
賀
氏
の
動
向
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
と

し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
の
記
述
に
お
い
て
、「
糸
賀
家
文
書
」
は
、
巻
末
の
史
料
番
号
に

基
づ
き
、「
糸
賀
」
○
号
の
よ
う
に
示
す
。
そ
の
ほ
か
の
史
料
典
拠
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
通
り
に
省
略
す
る
。「
厳
島
野
坂
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編

Ⅱ
』）
＝
「
厳
島
野
坂
」
○
号
、「
野
坂
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』）

＝
「
野
坂
」
○
号
、「
大
願
寺
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』）
＝
「
大

願
寺
」
○
号
、『
芸
備
郡
中
士
筋
者
書
出
』
所
収
文
書
〈
佐
伯
郡
廿
日
市
庄
屋
治

右
衛
門
蔵
〉（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』）
＝
「
芸
備
郡
中
」
○
号
、「
国

立
国
会
図
書
館
所
蔵
文
書

　
桂
文
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』）
＝

「
桂
」
○
号
。

　
一

　「
糸
賀
家
文
書
」
の
伝
来

　
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
糸
賀
家
文
書
」
は
、「
閥
閲
録
」
と
「
閥
閲
録

遺
漏
」
に
写
し
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
糸
賀
家
文
書
」
の
附
箱
の
貼
紙
に
は
、

「
享
保
七
壬
寅
年
八
月
日
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
享
保
五
～
一
一
年
（
一
七
二
〇

～
一
七
二
六
）に
か
け
て
萩
藩
で
お
こ
な
わ
れ
た「
閥
閲
録
」の
編
纂
事
業
に
際
し
、

糸
賀
家
に
伝
来
し
た
家
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
閥
閲 

録
」
の
編
纂
は
、
各
家
臣
に
家
文
書
の
写
し
（
差
出
原
本
）
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ

を
筆
写
し
、正
本
（
浄
書
本
）
と
し
て
ま
と
め
て
い
る

2

。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

「
御
判
物
写
」（「
糸
賀
」
附
三
号
）
は
、
差
出
原
本
の
写
し
と
み
ら
れ
る
。
奥
書

の
部
分
に
は
、
享
保
七
年
九
月
十
五
日
、
糸
賀
平
左
衛
門
が
写
し
を
梨
羽
頼
母
へ

提
出
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
日
、
梨
羽
頼
母
か
ら
「
閥
閲
録
」
編
纂
事
業
の
責
任

者
で
あ
る
永
田
政
純
へ
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る

3

。

　
「
糸
賀
家
文
書
」
は
、
全
二
巻
に
一
九
通
の
文
書
を
含
ん
で
お
り
、
天
文
一
四

年
（
一
五
四
五
）
か
ら
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
及
ぶ
が
、
な
か
で
も
天
文
・

弘
治
・
永
禄
期
の
文
書
が
中
心
で
あ
る
。
な
お
、
糸
賀
氏
の
文
書
と
し
て
は
ほ
か 

に
、
廿
日
市
本
陣
役
を
つ
と
め
た
山
田
氏
に
伝
来
し
た
文
書
が
あ
る

4

。
こ
れ
は

糸
賀
平
左
衛
門
の
二
男
が
養
子
と
し
て
山
田
氏
を
相
続
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
関
連
す
る

5

。
こ
の
山
田
氏
の
も
と
に
伝
来
し
た
文
書
は
、
大
永
四
・
五
年

（
一
五
二
四
・
二
五
）
の
年
号
を
も
つ
文
書
が
確
認
で
き
る
。「
大
永
之
頃
讃
岐
守

繁
信
時
ニ
糸
川
平
次
郎
と
申
も
の
養
子
ニ
仕
候
」6

と
あ
る
よ
う
に
、
大
永
年
間
に

養
子
入
り
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
大
永
四
・
五
年
の
年
号
を
も
つ
文
書
が
伝
来
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
糸
賀
氏
の
家
文
書
は
、
萩
藩
士
の
糸
賀
氏
の
も
と

に
伝
来
し
た
文
書
と
、
廿
日
市
本
陣
役
を
つ
と
め
た
山
田
氏
の
も
と
に
伝
来
し
た
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文
書
の
二
通
り
の
伝
来
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
「
野
坂
文
書
」
や
「
大

願
寺
文
書
」
の
な
か
に
糸
賀
氏
の
動
向
が
う
か
が
え
る
文
書
が
存
在
す
る
。
こ
れ

ら
の
文
書
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
次
に
戦
国
期
の
糸
賀
氏
の
動
向
に
つ
い
て
み
て
み
た

い
。　

二
　
戦
国
期
糸
賀
氏
の
動
向

　
糸
賀
氏
は
厳
島
神
主
家
に
仕
え
た
神
領
衆
の
一
員
で
あ
る
。
永
正
五
年

（
一
五
〇
八
）、
大
内
義
興
に
従
い
上
洛
し
た
神
主
藤
原
興
親
は
跡
継
ぎ
の
無
い

ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
永
正
一
五
年
、
京
都
よ
り
帰
国
し
た
義
興
は
、
新
た
な
神
主

を
置
か
ず
大
内
氏
が
直
接
、
神
領
の
支
配
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
反

発
し
た
の
が
神
主
家
一
族
の
友
田
興
藤
で
あ
り
、
大
永
三
年
に
出
雲
尼
子
氏
と
連

携
す
る
こ
と
で
大
内
氏
に
反
旗
を
翻
し
、
自
ら
「
神
主
」
を
称
し
た
。
こ
の
興
藤

と
大
内
氏
と
の
攻
防
に
際
し
て
、
糸
賀
氏
の
動
向
が
史
料
上
う
か
が
え
る
。
大
永

四
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
麻
原
（
浅
原
）
に
お
け
る
合
戦
や
桜
尾
城
の
攻
防

で
の
活
躍
を
賞
す
る
興
藤
の
感
状
が
伝
わ
る
（「
芸
備
郡
中
」
五
・
六
号
）。
こ
の

頃
の
模
様
を
記
し
た
「
房
顕
覚
書
」
一
五
条
に
「
桜
尾
城
高
名
衆
」
と
し
て
、「
糸

賀
中
務
丞
、
舎
弟
平
左
衛
門
尉
」
が
確
認
で
き
る

7

。

　
大
永
五
年
四
月
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉
は
、「
廿
日
市
浮
口
改
」
を
興
藤
よ
り
命

じ
ら
れ
て
い
る
（「
芸
備
郡
中
」
七
号
）。「
浮

う
き
の
く
ち

口
」
は
、「
河

か
わ
の
く
ち

口
」
と
も
呼
ば
れ
、

河
川
に
関
を
設
け
て
輸
送
物
資
・
商
品
に
課
税
す
る
こ
と
で
あ
り
、
戦
国
期
に
は

港
（
津
・
浦
）
に
お
い
て
も
、
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た

8

。
糸
賀
平
左
衛
門
尉 

は
、
廿
日
市
の
港
で
の
課
税
を
し
（「
廿
日
市
浮
口
」）、
積
荷
な
ど
を
調
べ
、
税

の
収
納
を
お
こ
な
う
（「
改

あ
ら
た
め」）

役
目
を
興
藤
に
「
愁
訴
」
す
る
こ
と
で
認
め
て
も

ら
っ
た
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
糸
賀
氏
の
商
人
的
性
格
が
確
認
で
き
る
初
見
史
料

で
あ
る
。
な
お
、
興
藤
か
ら
糸
賀
平
左
衛
門
尉
二
男
と
さ
れ
る
糸
賀
平
次
郎
に
対

し
、
毎
年
の
馳
走
に
よ
り
「
三
島
郷
内
平
谷
壱
名
」
と
「
廿
日
市
・
平
良
郷
内
間

下
地
壱
町
」
を
預
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
（「
芸
備
郡
中
」
八
号
）。

　
天
文
一
〇
年
正
月
、
友
田
興
藤
は
再
び
挙
兵
し
た
も
の
の
、
四
月
に
切
腹
し
、

厳
島
神
主
家
は
滅
亡
す
る
。
こ
の
の
ち
、
大
内
義
隆
は
神
領
衆
小
方
加
賀
守
の
娘

を
妻
と
し
て
い
る
杉
隆
実
を
神
主
と
し
、
翌
年
、
隆
実
は
「
佐
伯
」
に
改
姓
し
、

名
を
「
景
教
」
と
改
め
た
。
こ
の
と
き
、
多
く
の
神
領
衆
は
大
内
氏
に
帰
順
し
た

た
め
、
所
領
を
安
堵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
天
文
一
四
年
四
月
、
糸
賀
中
務
丞
藤
棟
は
「
平
良
庄
内
廿
日
市
洲
賀
後
新
堤
之

内
」
を
、
佐
伯
景
教
よ
り
与
え
ら
れ
た
（「
糸
賀
」
一
四
号
）。「
洲
賀
」
は
現
在

の
廿
日
市
市
須
賀
で
あ
り
、
戦
国
期
の
廿
日
市
の
町
並
み
の
西
の
端
辺
り
と
考
え

ら
れ
、「
後
」（
町
並
み
の
背
後
）
か
ら
南
側
の
海
側
に
向
か
っ
て
、
新
た
な
堤
を

築
き
、
そ
の
埋
立
地
を
糸
賀
藤
棟
に
給
与
し
た
。
藤
棟
が
「
新
堤
」
の
造
成
に
携 

わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
埋
立
地
を
給
与
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
本
文
書
か

ら
は
、「
閥
閲
録
」
に
お
い
て
袖
に
「
判
」
と
記
す
の
み
で
、
誰
の
も
の
か
わ
か

ら
な
い
花
押
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
佐
伯
景
教
の
花
押
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の

文
書
（「
大
願
寺
」
三
七
号
）
に
据
え
ら
れ
て
い
る
花
押
と
同
じ
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

　
天
文
二
三
年
五
月
一
二
日
、
陶
晴
賢
と
断
交
し
た
（「
防
芸
引
分
」）
毛
利
元
就

は
、
広
島
湾
頭
や
廿
日
市
・
宮
島
を
占
領
し
た
。
こ
の
と
き
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉

は
、
毛
利
方
と
し
て
活
動
し
、
六
月
七
日
に
は
、
そ
の
恩
賞
と
し
て
陶
方
の
神
領

衆
栗
栖
、
羽
仁
、
大
野
、
坪
井
の
各
氏
の
給
地
、
合
計
二
〇
貫
（
現
在
の
佐
伯
区

高
井
・
寺
地
・
坪
井
）
と
「
廿
日
市
居
屋
敷
」、「
有

あ
り
の
う
ら浦

屋
形
か
り
や
」
を
一
箇
所

ず
つ
宛
行
わ
れ
て
い
る
（「
糸
賀
」
一
五
号
）。
こ
の
文
書
の
差
出
部
分
を
確
認
す

る
と
、
本
文
、
宛
名
、「
隆
元
」
の
署
名
に
つ
い
て
は
、
同
筆
（
右
筆
に
よ
る
も
の
）

で
、
隆
元
の
花
押
は
本
人
の
自
署
で
あ
る
。
一
方
で
、「
元
就
」
の
署
名
と
花
押

の
墨
色
は
、
本
文
と
比
較
す
る
と
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
就
の
書
判
は

当
初
、
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
の
ち
に
元
就
自
身
が
追
記
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
元
就
の
主
体
的
な
意
思
に
よ
る
も
の
か
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉
が
元
就

の
書
判
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
元
就
と

糸
賀
氏
の
深
い
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
文
書
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
文
書
か
ら
は
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉
が
廿
日
市
に
間
口
一
三
・
五
間
の

「
居
屋
敷
」
を
所
有
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。「
閥
閲
録
」
で
は
、「
口
十
三
間
之
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中
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
糸
賀
家
文
書
」
を
確
認
す
る
と
、「
口
十
三
間
々
中
」

と
読
め
る
。「
間ま

中な
か

」
す
な
わ
ち
半
間
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の

廿
日
市
本
陣
の
間
口
一
三
間
に
相
当
す
る
広
さ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
間
口
四
間
の
「
有
浦
屋
形
か
り
や
（
仮
屋
）」
を
宮
島
の
有
浦
（
現
在

の
宮
島
商
店
街
の
位
置
す
る
東
町
）
に
所
有
し
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。「
か
り 

や
」
は
、
商
業
活
動
の
た
め
の
店
舗
と
み
ら
れ
、
糸
賀
氏
は
、
廿
日
市
と
宮
島
に

商
業
活
動
の
拠
点
を
有
し
、
船
で
行
き
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
廿
日
市
と

宮
島
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
文
書
と
い
え
る
。

　
廿
日
市
と
宮
島
に
所
有
し
た
「
居
屋
敷
」
と
「
か
り
や
」
は
、
宛
行
わ
れ
て
ま

も
な
く
、「
廿
日
市
・
宮
両
所
相
違
」
の
た
め
、「
宮
内
徳
分
」
に
移
転
す
る
こ
と

と
な
っ
た
（「
糸
賀
」
一
七
・
一
八
号
）。「
宮
内
徳
分
」
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ

た
糸
賀
平
左
衛
門
尉
は
、「
手
作
分
」
を
「
屋
敷
代
所
」
と
し
て
給
与
さ
れ
た
。

こ
の
「
宮
内
徳
分
」
に
つ
い
て
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉
は
、「
宮
内
徳
分
」
の
下
地

の
打
渡
し
や
年
貢
収
納
な
ど
の
活
動
を
お
こ
な
っ
て
お
り
（「
大
願
寺
」
八
二
～

八
五
号
）、「
宮
内
徳
分
」
に
権
益
を
も
と
も
と
有
し
て
い
た

9

。

　
移
転
後
、
天
正
年
間
前
半
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
穂
田
元
清
書
状
（「
糸
賀
」

四
号
）
を
み
る
と
、
棚
守
方
か
ら
「
宮
内
徳
分
」
の
「
手
作
分
」
に
関
し
て
愁
訴

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、「
児
玉
三
郎
右
衛
門
尉
就
忠
被
申
伺
之
奉
書
明
白
」

と
あ
る
よ
う
に
、
児
玉
就
忠
書
状
（「
糸
賀
」
一
七
・
一
八
号
）
を
ふ
ま
え
て
、「
彼

（
宮
内
）
徳
分
」
を
糸
賀
平
左
衛
門
へ
安
堵
す
る
よ
う
に
元
清
が
毛
利
氏
奉
行
人

に
求
め
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
わ
る
文
書
と
み
ら
れ
る
棚
守
房
顕
書
状
（「
厳
島

野
坂
」
一
五
七
八
・
一
五
八
〇
号
）
で
は
、「
糸
賀
預
り
申
宮
内
徳
分
」、「
糸
賀
抱

之
徳
分
」の
返
還
を
毛
利
氏
奉
行
人
児
玉
元
良
・
元
貫
に
述
べ
て
い
る

10

。
つ
ま
り
、

棚
守
氏
は
糸
賀
氏
の
「
宮
内
徳
分
」
へ
の
移
転
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る

11

。

　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
児
玉
就
忠
外
二
名
連
署
書
状
（「
糸
賀
」
一
六 

号
）
で
預
け
て
い
る
給
地
は
、「
宮
内
徳
分
」
内
の
土
地
と
考
え
ら
れ
、
棚
守
房

顕
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
な
い
事
実
は
、
房
顕
の
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と

み
ら
れ
る
（「
閥
閲
録
」
で
は
、「
判
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
花
押
が
据
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。
な
お
、
児
玉
就
忠
・
平
佐
就
之
の
元
就
奉
行
人
が

連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
就
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
こ
の
ほ
か
、「
糸
賀
家
文
書
」
に
は
、
石
見
国
と
の
関
係
が
確
認
で
き
る
文
書

が
含
ま
れ
て
い
る
。
毛
利
隆
元
が
、
石
見
国
津
和
野
を
本
拠
と
す
る
吉
見
広
頼
の

病
気
見
舞
い
の
使
者
と
し
て
、
糸
賀
平
左
衛
門
尉
を
遣
わ
し
て
い
る
（「
糸
賀
」

三
号
）。
広
頼
の
も
と
に
は
、
隆
元
の
長
女
が
嫁
い
で
い
た
が
、
見
舞
い
の
使
者

と
し
て
糸
賀
氏
を
指
名
し
た
の
は
、
近
世
に
津
和
野
街
道
が
整
備
さ
れ
る
よ
う 

に
、
廿
日
市
か
ら
津
和
野
へ
の
交
通
の
便
が
良
い
こ
と
に
加
え
て
、
吉
見
氏
と
糸

賀
氏
が
旧
知
の
間
柄
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
吉
見
氏
の
ほ
か
に
、
石
見
国
益
田
を
本
拠
と
す
る
益
田
氏
と
も
親
し
い
関
係
に

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（「
糸
賀
」
八
号
）。
益
田
藤
兼
が
、
糸
賀
弥
七
（
惟

秀
）
に
対
し
、「
遠
国
在
陣
」（
北
部
九
州
の
辺
り
で
あ
ろ
う
か
）
し
て
い
た
が
、

「
留
守
之
儀
」
が
心
配
の
た
め
、
よ
ろ
し
く
頼
む
と
依
頼
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
時
、
弥
七
は
益
田
に
居
た
の
で
あ
り
、
藤
兼
か
ら
直
々
に
留
守
の
こ
と
を
依

頼
さ
れ
る
間
柄
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
八
月
、
石
見
国
に
在
陣
す
る
毛
利
軍
に
対
し
、

隆
元
の
意
を
直
接
伝
え
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
（「
糸
賀
」
七
号
）。
こ
れ
ら

の
事
例
は
、
糸
賀
氏
が
日
常
的
な
商
業
活
動
（
石
見
国
の
特
産
物
で
あ
る
和
紙
な

ど
）
を
通
じ
て
、
石
見
国
の
有
力
国
人
領
主
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
「
糸
賀
家
文
書
」
か
ら
う
か
が
え
る
戦
国
期
の
糸
賀
氏
の
動
向
は
、
以
上
に
み

て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
天
正
年
間
と
み
ら
れ
る
十
一
月
廿
九
日
付

け
毛
利
輝
元
書
状
で
は
、「
中
丸
・
新
里
・
い
と
か
」
の
三
氏
を
桂
元
依
の
一
所

衆
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（「
桂
」
三
号
）

12

。
桂
元
依
は
、
父
広
繁
と
と
も

に
、
桜
尾
城
主
穂
田
元
清
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
天

正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
一
一
月
、
棚
守
氏
が
管
理
す
る
御
供
田
な
ど
の
付
立
の

な
か
に
、「
平
良
・
宮
内
」
の
「
七
拾
貫
目

　
徳
分
」
の
部
分
に
追
記
で
「
此
内

十
七
貫
目
糸
嘉

（
賀
）

近
年
押
領
」
と
み
え
る
（「
野
坂
」
一
四
八

－

一
号
）。
こ
の
付
立
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は
、
毛
利
氏
の
惣
国
検
地
（
天
正
一
五
～
一
八
年
）
の
実
施
に
伴
い
、
検
地
後
の

打
渡
し
に
備
え
て
棚
守
氏
の
知
行
分
を
確
定
さ
せ
る
た
め
の
作
業
と
し
て
作
成
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
頃
に
も
ま
だ
糸
賀
氏
と
棚
守
氏
の
間
で 

「
徳
分
」
を
め
ぐ
る
争
い
は
続
い
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。

　
そ
の
後
の
糸
賀
氏
に
つ
い
て
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
毛
利
氏
の
防
長
移

封
後
、
糸
賀
氏
は
長
門
国
大
津
郡
三
隅
村
に
居
住
し
た
よ
う
で
、
の
ち
に
梨
羽
頼

母
に
仕
え
た
（「
糸
賀
」
附
三
号
）。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
糸
賀
平
左
衛
門

尉
二
男
の
平
次
郎
が
養
子
入
り
し
て
い
た
山
田
氏
は
、
廿
日
市
本
陣
役
を
つ
と
め

る
。
こ
の
廿
日
市
本
陣
の
場
所
は
、糸
賀
氏
の
「
居
屋
敷
」
と
同
じ
場
所
で
あ
り
、

毛
利
氏
の
防
長
移
封
後
に
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
お
わ
り
に

　
「
糸
賀
家
文
書
」
か
ら
は
、
廿
日
市
や
宮
島
、
そ
し
て
石
見
国
と
の
関
係
が
確

認
で
き
、
現
在
の
廿
日
市
市
域
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
文
書
で

あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、「
閥
閲
録
」
に
収
録
さ
れ
た
写
し
で
文
書
内
容
そ
の
も

の
は
既
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
原
文
書
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
多
さ
に
も

気
づ
か
さ
れ
る
。
今
後
、「
糸
賀
家
文
書
」
の
内
容
が
広
く
周
知
さ
れ
る
こ
と
を

通
じ
て
、
廿
日
市
や
宮
島
、
石
見
国
の
歴
史
像
が
更
に
深
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
筆

を
擱
く
こ
と
と
す
る
。

【
註
】

1
糸
賀
氏
に
言
及
し
た
研
究
と
し
て
は
、
秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
流
通

支
配
の
性
格
」（
同
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八

年
、
初
出
一
九
八
二
年
）、
岸
田
裕
之
「
中
世
後
期
の
地
方
経
済
と
都
市
」（
同

『
大
名
領
国
の
経
済
構
造
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、

秋
山
伸
隆
「
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
安
芸
・
石
見
交
通
」（『
史
学
研
究
』

二
一
八
号
、
一
九
九
七
年
）、
本
多
博
之
「
中
近
世
移
行
期
西
国
の
物
流
」（『
日

本
史
研
究
』
五
八
五
号
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、「
糸
賀
家
文 

書
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
秋
山
伸
隆
氏
の
講
演
レ
ジ
ュ
メ
（「
廿
日
市
の
歴

史
と
糸
賀
家
文
書
の
価
値

－

糸
賀
家
が
残
し
た
足
跡
を
古
文
書
か
ら
読
み
解 

く

－
」
於

：

廿
日
市
市
中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
六
日
）

に
、
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
も
そ
の
多
く
を
参
照
し
た
。

2
「
閥
閲
録
」
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
広
田
暢
久
「
長
州
藩
編
纂
事
業
史
（
其
の

一
）」（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
九
号
、
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

3
「
御
判
物
写
」
か
ら
、
現
在
伝
来
す
る
「
糸
賀
家
文
書
」
の
全
て
の
文
書
が
書

き
写
さ
れ
、
永
田
政
純
へ
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
三

通
は
「
閥
閲
録
遺
漏
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（「
糸
賀
」
一
号
、
五
号
、
六
号
）。

こ
れ
は
、
こ
の
三
通
が
い
ず
れ
も
音
信
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
た
め
に
、「
閥

閲
録
」
編
纂
の
際
、
収
録
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
『
芸
備
郡
中
士
筋
者
書
出
』
所
収
文
書
〈
佐
伯
郡
廿
日
市
庄
屋
治
右
衛
門
蔵
〉

（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅴ
』）。

5
廿
日
市
本
陣
役
を
つ
と
め
る
山
田
氏
は
厳
島
神
社
冶
工
と
し
て
廿
日
市
に
居
住

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
中
世
に
は
鋳
物
師
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
山
田

氏
に
つ
い
て
は
、
石
田
米
孝
「
廿
日
市
の
鋳
物
師
」（『
廿
日
市
町
史
通
史
編 

（
下
）』
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

6
本
記
述
部
分
は
、
広
島
県
立
文
書
館
所
蔵
の
『
芸
備
郡
中
士
筋
者
書
出
』（「
竹

内
家
文
書
」）
を
確
認
し
た
。

7
「
房
顕
覚
書
」（『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ⅲ
』）。
な
お
、
糸
賀
平
左
衛
門

尉
の
実
名
は
、「
宣
棟
」
と
み
え
る
（「
大
願
寺
」
八
二
号
）。

8
「
浮
口
」、「
河
口
」
に
つ
い
て
は
、前
掲
註
1
秋
山
論
文
（
一
九
八
二
年
）
を
参
照
。

9
兄
で
あ
る
中
務
丞
藤
棟
も
「
宮
内
徳
分
」
に
権
益
を
有
し
て
い
た
（「
大
願
寺
」

八
一
号
）。

10
関
連
文
書
と
し
て
、
児
玉
元
貫
が
棚
守
房
顕
に
宛
て
た
書
状
も
確
認
で
き
る

（「
厳
島
野
坂
」
一
〇
八
七
号
）。

11
「
宮
内
徳
分
」
に
関
し
て
は
、「
野
坂
文
書
」
に
残
る
坪
付
や
検
見
帳
な
ど
に

糸
賀
氏
の
名
が
散
見
さ
れ
る
（「
野
坂
」
五
三

－

一
号
、一
八
六
号
、三
八
五
号
）。

12
毛
利
氏
の
一
所
衆
に
つ
い
て
は
、
秋
山
伸
隆
「
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
軍
事
組
織
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－

寄
親
・
一
所
衆
制
を
中
心
と
し
て

－

」（
同
『
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。

［
付
記
］
本
稿
の
成
稿
に
際
し
て
は
、
秋
山
伸
隆
氏
の
ご
助
言
・
ご
指
導
を
賜
っ

た
。
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
稿
は
令
和
五
年
度
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
若
手
研
究
助

成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
・
宮
島
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究
員
）

【
凡
例
】

一
、
掲
載
は
成
巻
さ
れ
て
い
る
順
と
し
、
成
巻
文
書
以
外
の
も
の
は
、
附
と
し
て

翻
刻
掲
載
し
た
。

一
、
字
体
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
一
部
旧
字
を
残

し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。ま
た
、変
体
仮
名
は
現
行
仮
名
に
改
め
た
が
、江（
え
）、

而
（
て
）、
者
（
は
）、
茂
（
も
）
な
ど
原
形
を
残
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
、
改
行
位
置
は
原
文
書
ど
お
り
と
し
た
。

一
、
料
紙
の
様
式
は
、
竪
紙
以
外
の
場
合
に
示
し
た
。

一
、
法
量
は
、
単
位
㎝
で
縦
×
横
と
し
た
。
な
お
、
御
判
物
箱
に
つ
い
て
は
、
縦

×
横
×
高
さ
と
し
て
い
る
。

一
、
翻
刻
文
に
は
、
新
た
に
読
点
（
、）、
及
び
並
列
点
（
・
）
を
付
し
た
。

一
、
校
訂
註
に
は
〔

　
〕、
説
明
註
に
は
（

　
）
を
用
い
た
。

一
、
欠
損
部
分
な
ど
は
□
、
判
読
で
き
な
か
っ
た
部
分
は
◆
で
示
し
た
。

一
、
折
紙
の
折
り
返
し
と
竪
冊
の
頁
末
は
行
末
に

　
』
で
示
し
た
。

一
、
文
書
に
関
し
て
注
意
を
要
す
る
こ
と
、
及
び
『
萩
藩
閥
閲
録
』、『
萩
藩
閥
閲

録
遺
漏
』
の
収
録
番
号
に
つ
い
て
は
、
翻
刻
の
末
尾
に
○
を
付
し
て
注
記
し 

た
。

〔
第
一
巻
〕（
本
紙

：30.6cm

×272.4cm

）

1
　
毛
利
元
就
書
状
（
切
紙

：15.4cm

×34.9cm

）

為
音
信
鯉
弐
喉
到

来
祝
着
之
至
候
、
何

様
以
面
可
申
候
、
猶
平
佐

源（
就
之
）七

郎
可
申
候
、
謹
言
、

三
月
廿
六
日

　
元

（
毛
利
）就

（
花
押
1
）

　
　
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
遺
漏
』
68
頁
1
号
。

2
　
毛
利
元
就
書
状
（
切
紙

：15.2cm

×32.6cm

）

為
音
信
両
種
到
来

祝
着
候
、
其
表
永
々

辛
労
之
至
候
、
猶
自

児
玉
小（

元
良
）次

郎
所
可
申
遣
候
、

謹
言
、

「（
異
筆
）

永
禄
七

甲子

」

四
月
朔
日

　
元

（
毛
利
）就

（
花
押
2
）

糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
1
号

3
　
毛
利
隆
元
書
状
（28.6cm

×36.9cm

）

急
度
申
遣
候
、
吉
見
次

（
広
頼
）郎

方

養
生
之
由
候
之
間
、
為
音
信
与

（
ふ

風と
）

先
其
方
可
遣
之
候
、
明
日
早
々

可
罷
下
事
肝
要
候
、
猶
従

兼
（
元
宣
）重

所
可
申
聞
候
、
謹
言
、

　
七
月
廿
二
日

　
隆

（
毛
利
）元

（
花
押
3
）
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※「（
捻
封
ウ
ワ
書
）

（
墨
引
）

　
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
隆
元
」

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
大
江
ノ
維
秋
と
被
仰
出
、
維
云
字
被
下
候
也
、
御
理
」

と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
2
号
。

4
　
穂
田
元
清
書
状
（
モ
ト
折
紙
ヵ

：

一
紙
目14.1cm

×34.2cm

、
二
紙
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　13.9cm

×33.0cm

）

就
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉

作
分
之
儀
、
棚

（
房
顕
）守

方

被
申
子
細
候
哉
、

彼
徳
分
之
儀
、
児
玉

三
郎
右
衛
門
尉
就
忠
被

申
伺
之
奉
書
明

白
候
、
能
々
被
遂

御
披
露
、
無
相
違

被
仰
付
候
之
様

ニ

旁
御
裁
判
肝
』

要
候
、
迚
茂
平
左
衛
門
尉

可
致
言
上
之
条
、

可
被
尋
聞
召
候
、

恐
々
謹
言
、

　
治
部
大
輔

九
月
六
日
元

（
穂
田
）清

（
花
押
4
）

児
玉
市

（
元
貫
）允

殿

粟
屋
内

（
元
種
）蔵

丞
殿

児
玉
小

（
元
兼
）次

郎
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
3
号
。

5
　
毛
利
元
就
書
状
（23.2cm

×38.3cm

）

従
糸
賀
所
両
種
到
来
候
、

悦
入
候
、
此
由
具
可
申
遣
候
、

謹
言
、

　
壬

（
永
禄
元
年
）

六
月
十
六
日

　
元

（
毛
利
）就

（
花
押
5
）

「（
捻
封
ウ
ワ
書
）

（
墨
引
）

　
源

（
平
佐
就
之
）

七
郎
殿

　
元
就
」

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
遺
漏
』
68
頁
2
号
。

6
　
毛
利
隆
元
書
状
（26.5cm

×34.8cm

）

「（
端
裏
捻
封
）

（
墨
引
）

　
兼
重
弥

（
元
宣
）三

郎
殿

　
隆
元
」

為
音
信
糸
賀
所

樽

一

・

一
折
送
越
候
、
祝
着
候
、
則

令
賞
翫
候
、
此
由
能
々
相
心
得

可
申
遣
候
、
謹
言
、

　
後

（
永
禄
元
年
）

六
月
十
五
日
隆

（
毛
利
）元

（
花
押
6
）

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
遺
漏
』
67
頁
1
号
。

7
　
毛
利
隆
元
書
状
（27.0cm

×45.5cm

）

　
　
　

此
注
文
前
慥
調
候
て
可
帰
候
、

　
　
　

又
佐

（
隆
秀
）

波
・
銀

（
石
見
国
邇
摩
郡
）

山
へ
も
乍
辛

　
　
　

労
可
遣
候
間
、
可
罷
越
事
肝
要
候
、

　
　
　

旨
（
以
下
、行
間
）

儀
ハ

　
刺

（
同
安
濃
郡
）

賀
・
静（

同
邇
摩
郡
）

間
大
工

ニ

ハ
能
々
懇

ニ

可
申
聞

　
　
　

事
肝
要
候
、

　
石
州
之
国

ニ

在
陳

〔
陣
〕

候
衆
へ

　
為
使
可
遣
候
間
、
早
々
可

　
罷
上
候
、
旨
儀
者
尼

（
晴
久
）子

退

　
散
之
儀
又
ハ
辛
労
之
通
申

　
遣
候
、
相
心
得
可
申
候
、
謹
言
、

　
　
八

（
弘
治
二
年
）

月
十
二
日

　
隆

（
毛
利
）元

（
花
押
7
）
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「（
捻
封
ウ
ワ
書
）

（
墨
引
）
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
隆
元
」

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
4
号
。

8
　
益
田
藤
兼
書
状
（
折
紙

：28.0

×47.3cm

）

先
日
申
候
御
返
事
到
来
候
、

永
々
其
表
御
滞
在
御
辛

労
申
茂
疎
候
、
乍
去
弥
此

表
遠
国
在
陣
之
儀
候
間
、

留
守
之
儀
無
心
元
存
候
、

是
非
共
御
入
魂
憑
申
候
、

猶
於
自
然
之
儀
者
留

守
之
者
共
可
申
述
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　
　
　
益
田

　
二
月
廿
六
日
藤
兼
（
花
押
8
）』

　
糸
賀
弥

（
維
秀
）七

殿

　
　
　
　
　
御
旅
所

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
5
号
。

〔
第
二
巻
〕（
本
紙

：32.6cm

×419.8cm

）

9
　
毛
利
隆
元
加
冠
状
（28.1cm

×41.6cm

）

　
　
加
冠

　
　
維
秀

弘
治
三
年
二
月
十
八
日
隆
元
（
花
押
9
）

　
　
　
　
※

　
　
　
　
　
糸
賀
弥
七
殿

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
此
内
蔵
助
ハ
弥
七
事
也
、
五
郎
右
衛
門
尉
父
、
勘
左
衛

門
尉
為
ニ
ハ
祖
父
ナ
リ
」
と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
6
号
。

10
　
毛
利
輝
元
加
冠
状
（
折
紙

：28.8cm

×44.1cm

）

　
加
冠

天
正
十
六

　
壬
五
月
十
五
日

　
　
輝

（
毛
利
）元

（
花
押
10
）

　
　

糸
賀
久
蔵
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
7
号
。

11
　
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
加
冠
状
（
折
紙

：28.8cm

×49.2cm

）

　
加
冠

慶
長
拾
五

　
正
月
七
日

　
　
　
　
（（

毛
利
宗
瑞
・
輝
元
）

花
押
●
）

　
　
　
糸
賀
善
十
郎
と
の
へ

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
8
号
。

12
　
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
受
領
書
出
（
折
紙

：32.7cm

×50.6cm

）

　
受
領

　
　
淡
路
守

※慶
拾
六

　
卯
月
十
四
日

　
　
　
　
　
（（

毛
利
宗
瑞
・
輝
元
）

花
押
●
）

　
　
糸
賀
内
蔵
助
と
の
へ

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
慶
長
十
六
、
卯
月
十
四
日
、
九
番
」
と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
9
号
。

13
　
毛
利
宗
瑞
（
輝
元
）
任
官
一
字
書
出
（33.0cm

×51.0cm

）

任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
介

11
12
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維

※元
和
八
年
十
二
月
三
日
（（

毛
利
宗
瑞
・
輝
元
）

黒
印
●
）

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
清
吉
と
の
へ

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
元
和
八
、十
二
月
三
日
、
拾
番
」
と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
10
号
。

14
　
厳
島
社
神
主
佐
伯
景
教
袖
判
奉
行
人
奉
書
（28.0cm

×39.0cm

）

　
　
（（

佐
伯
景
教
）

花
押
14
）

芸
州
佐
西
郡
平
良
庄
内
廿
日
市

洲
賀
後
新
堤
之
内
事
、
任
前
々

旨
対
糸
河

〔
賀
〕

中
務
丞
藤
棟
為
御
扶

助
被
宛
下
訖
、
然
者
弥
々
馳
走

肝
要
之
由
、
依

　
仰
執
達
如

件
、

　
天
文
十
四
年

乙巳

卯
月
八
日
藤
盛

奉

　
　
　
　
　
糸
河

〔
賀
〕

中
務
丞
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
11
号
。

15
　
毛
利
元
就
・
同
隆
元
連
署
宛
行
状
（28.3cm

×44.0cm

）

十
壱
貫

　
　
　
　
文

　
　
　
高
井
之
内

栗
栖
新
左
衛
門
尉
給

羽
仁
将
監
給

五
貫

　
　
　
　
　
文

　
　
　
寺
地
内

　
羽
仁
将
監
給

四
貫

　
　
　
　
　
文

　
　
　
坪
井
之
内

大
野
左
近
大
夫
分

坪
井
伊
豆
守
分

一
ケ
所

　
口
十
三
間
々
中

　
廿
日
市
居
屋
敷

一
ケ
所

　
口
四
間

　
　
　
　
有
浦
屋
形
か
り
や

　
　
右
前
、
為
給
地
遣
置
候
、
全
可

　
　
知
行
状
如
件
、

　
天
文
廿
三
年
六
月
九
日

　
隆

（
毛
利
）元

　（
花
押
15
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

（
異
筆
）「

元
（
毛
利
）就

」（
花
押
16
）

　
　
　
　
　
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
12
号
。

16
　
児
玉
就
忠
外
二
名
連
署
書
状
（27.0cm

×32.0cm

）

藤
か
い
ち

　
田
四
反
歩
定
米
弐
石

　
楓
手
八
反
米
四
石

林
田
か
へ
り
田

　
田
弐
反
太

〔
大
〕

米
壱
石
五
升

中
垣
内

　
田
弐
反
米
八
斗
河
本
三
反

　
道
き
り

　
田
三
反
米
壱
石
三
斗

　
芝
原

　
壱
反
太

〔
大
〕

　
米
七
斗

　
　
　
　
以
上

　
応
畠
卅
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
長
三
反
小
居
廻

　
右
前
、
無
公
役
預
ケ
進
之
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

児
玉
三
郎
右
衛
門
尉

　
　
　
弘
治
四
年
三
月
十
九
日

　
　
就
忠
（
花
押
17
）

　
※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

棚
守
左
近
衛
将
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
房
顕

　
　
　
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
平
佐
源
七
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
之
（
花
押
18
）

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
弘
治
四
、三
月
十
九
日
、
五
番
」
と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
13
号
。

17
　
児
玉
就
忠
書
状
（
切
紙

：12.5cm

×34.5cm

）

其
方
屋
敷
廿
日

市
・
宮
両
所
相
違
候

付
而
、
宮
内
徳
分

江◆

13
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被
罷
越
候
、
田
五

段
為
屋
敷
分
先

可
被
相
抱
候
、
可

申
調
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
児
玉
三
郎
右
衛
門
尉

「（
異
筆
）

弘
治
三

丁巳

」

十
一
月
十
日

　
就
忠
（
花
押
19
）

※糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
○
◆
の
字
、『
萩
藩
閥
閲
録
』
に
は
翻
刻
無
し
。

　
○
※
の
部
分
、
付
紙
「
弘
治
三
、十
一
月
十
日
、
四
番
」
と
有
り
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
14
号
。

18
　
児
玉
就
忠
書
状
（
切
紙

：13.8cm

×34.4cm

）

其
方
屋
敷
廿
日

市
・
宮
両
所
相
違

付
而
宮
内
徳
分
江

被
罷
越
候
、
手
作
分

為
屋
敷
代
所
堅

可
被
相
抱
候
、
申

調
候
、
恐
々
謹
言
、

弘
（
異
筆
ヵ
）〔
四
ヵ
〕

治
□

　
児
玉
三
郎
右
衛
門
尉

三
月
二
日
就
忠
（
花
押
20
）

　
糸
賀
平

（
宣
棟
）左

衛
門
尉
殿

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
で
は
、「
弘
治
□
」
の
部
分
を
「
永
禄
元
付
紙
也
」
と
す
る
。

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
15
号
。

19
　
三
井
元
信
・
蔵
田
元
連
連
署
書
状
（
折
紙

：25.0cm

×33.8cm

）

　
　
以
上

態
申
候
、
近
年
御
検

地
以
来
別
而
御
肝
煎

之
段
具

ニ

被
　
聞
召
届
、

米
拾
五
石
被
遣
候
、
弥

御
馳
走
肝
煎
候
、
米

之
儀
者
吉

（

周

防

国

）

敷
郡
に
て

請
取
可
被
申
候
、
恐
々

謹
言
、

卯
（
慶
長
一
四
年
）

月
廿
日

　
　
三

（
三
井
元
信
）

但
馬

　
（
花
押
21
）

　
　
　
　
　
　
蔵

（
蔵
田
元
連
）

与
三
兵
（
花
押
22
）』

「
存

（
異
筆
）了

」

酉
ノ

四
月
廿
一
日

　
前

（
前
原
元
詮
）

休
閑
（

花
押

黒
印

23
）

　
　
　
　
　
　
林
仁

（
元
忠
）左

（
花
押

黒
印

24
）

糸
賀
五
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

ま
い
る

　
○
『
萩
藩
閥
閲
録
』
16
号
。

附
1

　
御
判
物
箱
（
蓋

：41.7cm

×14.0cm

×7.6cm

、
身

：39.8cm

×12.1cm

　
　
　
　
　
　
　
　
×7.6cm

）

「（
蓋
貼
紙
墨
書
）

享
保
七
壬
寅
八
月
日

　
糸
賀
平
左
衛
門
尉
」

「（
蓋
墨
書
）

御
判
物
箱
」

「（
蓋
貼
紙
墨
書
）

末
孫
平
左
衛
門
□
□

　
□

〔
大
津
〕□

郡
□

〔
三
隅
〕□

村
安
富
モ
ト
預
リ
」

「（
身
裏
墨
書
）

享
保
七
壬
寅
八
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
平
左
衛
門
尉
」

附
2

　
御
判
物
写
（
竪
冊

：25.3cm

×18.5cm

）

（
1
～
19
号
文
書
の
写
。
本
文
省
略
）

（
奥
書
等
）
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「（
付
紙
）

以
上
十
八
通
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
平
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
ニ

中
務
と
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
左
衛
門
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
弥
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
内
蔵
介
と
申
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
被
任
淡
路
守
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
七
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
久
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
五
郎
右
衛
門
と
申
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
蔵
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
清
吉
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
勘
左
衛
門
名
改
候
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梨
羽
頼
母
助
殿
奉
公

ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
吉
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
勘
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

勘
左
衛
門
嫡
子

　
享
保
七
年
九十

月
十
五
日

　
糸
賀
平
左
衛
門
』

右
、
拙
者
家
来
糸
賀
平
左
衛
門
先
祖


御
判
物
頂
戴
仕
居
候

ニ

付
、
此
度

写
仕
差
出
申
候
、
已
上
、

　
同
日

　
　
　
　
　
　
　
梨
羽
頼
母

　
　
　
永
田
瀬

（
政
純
）兵

衛
殿
』

右
通
、
写
出
来
旦
那
様
被
差
出
候
、

一
同

ニ

公
儀

江

差
出
申
候
事
、』

　
○
9
号
文
書
の
写
、
付
紙
「
此
弥
七
、
後
被
任
内
蔵
助
ニ
又
被
任
淡
路
守
ニ
是

ハ
糸
賀
五
郎
右
衛
門
尉
ニ
て
父
、
勘
左
衛
門
ニ
ハ
祖
父
也
」
と
有
り
。

　
○
10
号
文
書
の
写
、
付
紙
「
此
久
蔵
、
後
ニ
ハ
五
郎
右
衛
門
尉
ト
云
、
則
勘
左

衛
門
尉
父
ナ
リ
」
と
有
り
。

　
○
11
号
文
書
の
写
、
付
紙
「
此
善
十
郎
ハ
五
郎
右
衛
門
尉
惣
領
勘
左
衛
門
尉
兄

也
」
と
有
り
。

　
○
13
号
文
書
の
写
、
付
紙
「
輝
元
様
御
判
物
也
、
此
清
吉
ハ
勘
左
衛
門
事
也
」

と
有
り
。

附
3

　
御
書
覚
・
御
判
物
覚
（
切
紙

：15.0cm

×45.0cm

）

　
　
　
御
書
覚

　
元
就
様

　
　
　
御
書
三
通

　
　
　
　
　
　
　
　

糸
賀
平
左
衛
門
弥
七

ニ

被
下
、

　
隆
元
様

　
　
　
御
書
三
通

　
　
　
　
　
　
　
　

同
人
被
下
、

　
元
清
様

　
　
　
御
書
壱
通

　
　
　
　
　

児
玉
一
允
殿
粟
や
内
蔵
殿
児
玉
小
二
郎
殿

ニ

当
ル
、

　
益
田
藤
兼
・
御
状

　
壱
通

　
　
　
　
　
　
　

糸
賀
弥
七

ニ

当
ル
、

　
　
以
上
物
数
八
通

　
　
　
　
御
判
物
覚

一
、
隆
元
様
御
判
物
壱
通

　
　
　
　
　
　
糸
賀
弥
七

ニ

被
下
、

一
、
輝
元
様
御
判
物
四
通

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
久
蔵
、
同
善
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
下
、

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
内
蔵
助
、
同
清
吉

知
行
ノ
御
打
渡

　
　
　
御
打
渡

一
、
藤
盛
奉
御
袖
判
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
中
務
丞

ニ

当
ル
、

知
行
御
打
渡

一
、
元
就
様
隆
元
様
御
判
御
打
渡
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壱
通

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
平
左
衛
門

ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
下
、

知
行
御
打
渡

一
、
老
中

之
御
打
渡
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
同
人

ニ

被
下
、

一
、
屋
敷
之
儀

ニ

付
児
玉
三
郎
右
衛
門
殿

奉
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
通

　
　
　
　
　
　
　
同
人

ニ

被
下
、

一
、
米
拝
領
之
奉
書
壱
通

　
　
　
　
　
　
　
糸
賀
五
郎
右
衛
門
被
下
、

　
　
　
以
上
、
物
数
拾
壱
通

附
4

　
糸
賀
氏
略
系
（
竪
継
紙

：28.4cm

×107.2cm

）

　
糸
賀
氏
略
系

元
祖

　
糸
賀
平
左
衛
門

　
　
　
後
中
務

ト

改
名

ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
任
播
磨
守

　
　
在
芸
州
而
、
従
毛
利
元
就
公
有
軍
功
、

　
　
嫡
子
弥
七
隆
元
公
之
懇
命

ヲ

蒙
リ

、

　
　
元
服
被
仰
付
、
内
蔵
之
助

ト

改
名
、
又

　
　
任
淡
路
守
、
芸
州
御
引
越
之
後
浪
士

ト

　
　
成

ル

、
住
下

長
州
大
津
郡
三
隅
縣
鎖
板

　
　
之
垰
上

ニ

　
糸
賀
淡
路
守

　
　
妻
出
所
不
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紙
継
目
）

　
　
嫡
子
久
蔵
、
後
五
郎
右
衛
門

ト

改
名

ス

　
糸
賀
五
郎
右
衛
門

　
　
妻
出
所
不
知

　
　
嫡
子
清
吉
、
後
改
名
二

勘
左
衛
門

ト

　
糸
賀
五
郎
右
衛
門

　
妻
常
楽
寺
女

　
　
嫡
子
平
左
衛
門

　
此
時

　
　
　
　
此
地
大
夫
梨
羽
頼
母
助
殿

　
為
宰
邑
、
右
五
郎
右
衛
門
勘
左
衛
門
二
代
郷
士

ト

　
成
テ
、
垰
日
尾
一
円

ニ

農
業

ヲ

為
テ

渡
世

ス

、

　
梨
羽
家
之
領
地

ト

成
テ

、
日
尾
垰
皆
被
召
上
、

　
屋
鋪
付
之
地
、
并
為
知
行
米

ト

賜
米
八
石
、

　
為
梨
羽
家
之
室
老

　
糸
賀
平
左
衛
門

　
妻

　
　
右
三
代
垰

ニ

住
ス

、
梨
羽
家

ニ

仕
テ

為
室
老

ト

、

　
　
萩
府
藩
中

ニ

勤
仕

ス

、
有
火
災
而
邸
中
皆

　
　
焼
燼

ス

、
平
左
衛
門
蒙
罪

テ

知
行
没
修

ス

、

　
　
流
浪
之
身

ト

為
ル

、
嫡
子
無

ク

、
在
赤
間
関
、

　
　
佐
甲
伝
兵
衛
方

ニ

卒
ス

、
行
年
四
十
八
歳
、　

　
　
　
　
　
　
（
紙
継
目
）

　
　
法
名
釋
浄
喜
信
士
、
妻
ハ
垰

ニ

居
テ

、

　
　
梨
羽
家
之
助
力

ヲ

以
テ

歳
ヲ

終
ル

、
後

　
　
　
　
　
山
本
又
兵
衛
次
男
以
勘
平

ヲ

　
　
糸
賀
家

ヲ

再
興

ス

、
梨
羽
家
五
代
廣
云
君

　
　
之
時
也

中
興
之
祖

　
糸
賀
勘
平

　
妻
岡
本
佐
右
衛
門

　
女

　
　
嫡
子
五
郎
七
、
後
栄
助
、
又
平
左
衛
門
ト
改
名
、

　
　
女
子
、
嫁
伊
藤
右
源
太

ニ

、
晩
年
糸
賀
之
家

ニ

　
　
帰
テ
卒

ス

　
糸
賀
平
左
衛
門

　
妻
植
田
氏
女

　
　
嫡
子
藤
三
郎
、
後
利
三

ト

改
、
又
源
次

ト

改
、

　
　
　
　
　
　
　
　
又
彦
右
衛
門
、
後
平
左
衛
門

　
　
女
子
早
世

　
　
二
男
五
良
七
、
富
岡
氏

ヲ

興
ス

、
為
上

富
岡
氏

　
　
　
　
之
祖
下

ト
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糸
賀
平
左
衛
門

　
妻
林
氏
女

　
　
嫡
子
五
郎
七
、
後
改
平
左
衛
門

　
　
　
長
男
平
七
、
明
治
九
年
鹿
児
嶋

ニ

戦
死

　
　
　
長
女
モ
ト
、
大
津
郡
三
隅
村
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
安
富
伝
八

ニ

嫁
ス
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 3 号　毛利隆元書状

 1 号　毛利元就書状（上段）

 2 号　毛利元就書状（下段）
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 5 号　毛利元就書状

 4 号　穂田元清書状
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 7 号　毛利隆元書状

 6 号　毛利隆元書状
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 9 号　毛利隆元加冠状

 8 号　益田藤兼書状
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11号　毛利宗瑞（輝元）加冠状

10号　毛利輝元加冠状
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13号　毛利宗瑞（輝元）任官一字書出

12号　毛利宗瑞（輝元）受領書出
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15号　毛利元就・同隆元連署宛行状

14号　厳島社神主佐伯景教袖判奉行人奉書
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17号　児玉就忠書状（上段）

18号　児玉就忠書状（下段）

16号　児玉就忠外二名連署書状
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附 1 号　御判物箱（右：蓋、左：身裏）

19号　三井元信・蔵田元連連署書状
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附 2 号　御判物写（奥書等）



（ 43 ）

附 4 号　糸賀氏略系（第一紙）

附 3 号　御書覚・御判物覚
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附 4 号　糸賀氏略系（第三紙）

附 4 号　糸賀氏略系（第二紙）
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 1 ．毛利元就 4 ．穂田元清  3 ．毛利隆元  2 ．毛利元就

13．毛利宗瑞（輝元）16．毛利元就 15．毛利隆元 14．佐伯景教

 9 ．毛利隆元12．毛利宗瑞（輝元） 11．毛利宗瑞（輝元） 10．毛利輝元

 5 ．毛利元就 8 ．益田藤兼  7 ．毛利隆元  6 ．毛利隆元
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17．児玉就忠20．児玉就忠 19．児玉就忠 18．平佐就之

21．三井元信24．林元忠 23．前原元詮 22．蔵田元連


